
 

 
 

関税割当公表 新旧対照表 
【令和６年 11 ⽉ 29 ⽇付け６輸国第 2876 号 関税割当公表第 TRQ-21 号】 

 

（下線部分は改正部分） 
 

改正後 改正前 

第１～第５ (略) 

第６ 関税割当申請書等の提出方法 

以下の１又は２の方法により提出することができる。 

（削る） 

 

 

 

１ 書面による提出 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

第７ 提出書類 

１ 申請時に提出する書類 

(1) 関税割当申請書（省令別記様式第１） 

 

(2) 輸入商品及び輸入・使用等の実績・計画一覧表（別記様式１

－１） 

    

(3) 関税割当てに関する誓約書（別記様式１－２） 

 

(4) （略） 

 ２ （略） 

第８～第 13 （略） 

第 14 その他 

１～７ (略)  

（削る） 

第１～第５ (略) 

第６ 関税割当申請書等の提出方法 

以下の１から３のいずれかの方法により提出することができる。 

１ 農林水産省共通申請サービスによる提出 

農林水産省共通申請サービスサイトにアクセスし、申請を行う

（以下「電子申請」という。）。 

なお、申請ページは各期間の申請期間開始日に公開される。 

２ 書面による提出 

(1)・(2) （略） 

３ （略） 

第７ 提出書類 

１ 申請時に提出する書類 

(1) 関税割当申請書（省令別記様式第１） 

ただし、電子申請による提出の場合は不要。 

(2) 輸入商品及び輸入・使用等の実績・計画一覧表（別記様式１

－１） 

   ただし、電子申請の場合は、添付を必要としない。 

(3) 関税割当てに関する誓約書（別記様式１－２） 

ただし、電子申請の場合は、添付を必要としない。 

(4) （略） 

 ２ （略） 

第８～第 13 （略） 

第 14 その他 

１～７ (略) 

８ 本公表は、令和７年度の関税割当てから適用する。 

 
附 則 

この通知は、令和８年度の関税割当てから適用する。 


